
 

『食べる！麒麟のまちグランプリ』参加事業者募集概要 

 

１ 目的 

麒麟のまち圏域の豊かな素材を活用し、圏域の事業者が「肉料理」「魚料理」「スイーツ」の３ジャンルにおい

て多彩な食の新商品を開発・提供し、それに楽しむ人々が参加（投票）しグランプリを決める大会を行い、 

（１）コロナ禍でニーズが高まる「マイクロツーリズム」にフィットした圏域の観光・地域産業の振興 

（２）アフターコロナに主流となるとされる個人観光のための、魅力あるコンテンツ創り 

（３）圏域において、２１世紀の観光の主要目的である「食」の充実（提供）とその多様な情報発信 

を実現し、「麒麟のまち圏域」に新たなエンタテインメントと、また訪れたいと思わせる“食の魅力”を醸成する。

本グランプリ実施により、「麒麟のまち圏域」の事業者における商品開発の促進とサービス向上に寄与するこ

とで圏域の活発化をはかる。 

 

２ 実施内容 

参画事業者は実施期間内にグランプリエントリー３ジャンル（肉料理部門、魚料理部門、スイーツ部門）のうち

のどれか１つについて料理商品を提供し、それについて、①一般投票 ②審査委員投票を行い、総計ポイント

の高い順で、グランプリ（ゴールド・シルバー・ブロンズ）を決定し表彰・情報発信する。また結果発表後にさらに

参画店舗を巡ってもらうための「スタンプラリー企画」も実施する。 

 

３ 実施体制 

主催：麒麟のまち圏域各市町（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、香美町、新温泉町） 

運営：株式会社ウェブプラン・プロモーション 

 

４ スケジュール 

①参画事業者募集：令和３年 ８月２０日（金）～  ９月２０日（月） 

②販売・投票期間：令和３年１０月２０日（水）～１２月１０日（金） 当日消印有効 

③グランプリ発 表：令和３年１２月２０日（月） 

④スタンプラ リー：令和４年 １月～２月 

 

５ 参画について 

（１） 参画条件  

以下の３つの条件を満たす事業者（法人、個人は問わない） 

①麒麟のまち圏域内で飲食店営業許可証を所持し、以下の料理・商品のいずれかを提供期間内

に提供販売でき、かつ投票環境を確保できる店舗・施設 

（料理商品提供期間：令和３年１０月２０日～令和４年３月３１日）。 

◆「提供料理・商品」（料理商品は麒麟のまちをテーマとした新規料理または既存料理のアレンジ版とします） 

 ◎グランプリ「肉料理部門」 

対象…麒麟のまち圏域産の食材（加工品も含む）を使った肉料理 

◎グランプリ「魚料理部門」 

対象…麒麟のまち圏域産の食材（加工品も含む）を使った魚料理  

◎グランプリ「スイーツ部門」 

対象…麒麟のまち圏域内の店舗で製造販売されている甘味類、菓子類（菓子パンも含む） 

 

②投票行為に関する不正を行わないこと（審査員への接触や嘆願、一般投票者への強要、組織票等） 

  ③新型コロナウイルス感染症対策を行っていること。 

資料２ 



 

（２） 参画店舗数（予定） 

肉料理部門＝１５店舗、魚料理部門＝１５店舗 スイーツ部門＝１０店舗 

 上記店舗数を超える応募があった場合はエントリーシートをもとに主催・運営者で選考を行います。 
  ※選考結果は9月末にはお知らせいたします。 

 

（３） 参加料 

無料 （店舗配布の投票用紙・投票用ＱＲコード掲示案内は運営者で用意します。） 

  ※グランプリエントリーの料理について、試作等に係る経費はお出ししません。 

 

（４） エントリー方法 

別紙「エントリーシート」の記載項目に記入し、提出先に９月２０日（月）までに提出のこと。 

※エントリー後は料理商品の準備とリーフレット等の校正、グランプリ開始後は料理商品提供と来店者への

グランプリ実施の告知に協力ください。 

※グランプリ開催前に審査員審査のための「ＰＲシート」の提出をお願いします。（エントリーシートとは別です） 

 

（５） グランプリ賞： 肉料理部門（ゴールド・シルバー・ブロンズ／各１品） 
魚料理部門（ゴールド・シルバー・ブロンズ／各１品） 

スイーツ部門（ゴールド・シルバー・ブロンズ／各１品） 

           ◇賞：ゴールド（賞金３万円、表彰状）  

シルバー（賞金２万円、表彰状）、ブロンズ（賞金１万円、表彰状） 

               特別賞：麒麟のまち特別賞（賞金５千円・表彰状」 

 ※グランプリ受賞以外から圏域１市６町それぞれ１品（計７品） 

  

６ 審査方法 

一般投票（ハガキ、QR コードフォーム、SNS）と、麒麟のまち圏域の情報・観光関係者（約１０名）による審査

員票の２つの票集計を行い、その合計ポイントの高い順から表彰を行う。一般投票と審査員票の配点は、一

般６割：審査員４割とする。（審査員は「持ち点」制とします） 

 

 


